
令和６年度茅野市空き家バンクサイト構築委託業務 

公募型プロポーザル方式募集要領 

 

１ 業務概要 

（１）業務名    令和６年度茅野市空き家バンクサイト構築委託業務 

（２）業務目的   増加し続ける空き家を解消するとともに、移住・定住促 

進や地域活性化を図るために、茅野市空き家バンクを開 

設し、空き家の利活用を促進する。 

（３）業務内容   別紙の「基本仕様書」による。 

（４）発注者    茅野市長 今井敦 

（５）履行期間   契約日から令和７年３月３１日まで 

（６）事業限度額   １,７３７,０００円（消費税及び地方消費税含む） 

※この金額は、見積合わせ時の予定価格となるものではない。 

 

２ 業務仕様及び事業者の選定方法 

本業務は、業務目的を達成するとともに、空き家バンクの保守管理及び運用

についても継続して実施するものであることから、価格のみの競争入札でな

く、事業者の実績、具体的な提案とサポート体制などを勘案し、総合的な観点

から判断して、最も適した提案者を特定（以下「特定者」という。）する。 

 

３ 参加資格に関する事項 

本公募に参加できるものは、委託業務を効果的かつ効率的に実施することが

できる法人（法人格を有すること。ただし、会社法人、特例民法法人、公益社

団・財団法人、一般社団・財団法人、特定非営利活動法人等の法人格の種類は

問わない。）であり、以下に掲げる条件を全て満たす者とする。 

（１）過去５年間（平成３１年３月１日から令和６年２月２９日まで）に地 

方公共団体において、空き家バンクサイト等を構築する業務を受託した実

績を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項又は第2項の

規定により、茅野市の入札に参加することができないとされた者でないこ

と。 

（３）茅野市暴力団排除条例（平成24年条例第20号）第2条第1号に規定する暴

力団又は茅野市暴力団排除条例施行規則（平成24年規則第23号）第2条各

号に規定する暴力団関係者でないこと。 

（４）茅野市で行う市担当者及び民間協力事業者と実施する打ち合わせに参加

できる者であること。 



４ スケジュール 

（１）公募の開始 ３月１９日（火） 

（２）質問書の提出期限 ３月２７日（水）午後３時 

（３）質問回答の公表 ４月３日（水） 

（４）参加申請書・提案書の提出

期限 

４月９日（火）午後３時 

（５）審査 

（プレゼンテーション及びヒアリ

ング） 

４月１７日（水） 

時間については別途提案者と調整 

（６）審査結果の通知 ４月２２日（月） 

（７）仕様書の決定 ４月２３日～３０日 

（８）契約締結（予定） ５月初旬 

 

 

５ 質問に関する事項 

（１）質問様式   任意様式 

（２）受付期限   令和６年３月２７日（水）午後３時必着 

（３）提出先    〒391-8501長野県茅野市塚原二丁目６番１号 

茅野市都市建設部都市計画課住宅係（担当：五味） 

電話：0266-72-2101内線537 

FAX：0266-82-0237 

電子メール：toshikeikaku@city.chino.lg.jp 

（４）提出方法   電子メール 

（５）質問回答   質問回答は、４月３日（水）午後５時までに茅野市ホー

ムページで公表します。 

６ プロポーザル参加申請書及び提案書に関する事項 

（１）提出書類 

ア プロポーザル参加申請書（様式第２号） 

イ 提出書類（Ａ４判の任意様式とし、Ａ３版の折り畳み可とする。） 

（ア）提案書 

・委託業務名を記載すること。 

・業務目的及び基本仕様書を踏まえ、具体的な業務内容（仕様）及びア 

ピールする点を記載すること。 

・本業務に類似する業務経験や、地方自治体等における導入実績があれ 

ば、記載すること。 

・連絡先（所在地、担当者氏名、電話番号、電子メールアドレス等）を 



記載すること。 

（イ）提案者の概要がわかるもの（会社パンフレット等） 

（ウ）見積書 見積書には内訳書を添付すること。 

（エ）その他、業務内容のイメージのわかる資料（提出は任意） 

（２）提出部数  ６（１）ア１部 

６（１）イ８部（正本１部・審査会用７部） 

（３）提出期限  令和６年４月９日（火）午後３時必着 

（４）提出先   第５項（３）に同じ 

（５）提出方法  郵送、持参のいずれか 

※郵送の場合は、上記担当者に電話連絡すること。 

７ 審査に関する事項 

（１）審査方法  別紙の「プロポーザル審査要領」による。 

（２）審査日時  令和６年４月１７日（水） 

（３）審査場所  茅野市役所会議室 

提案に対し、説明を求め、または質問・照会等を行う場合があります。 

（４）審査結果   ア 全ての提案者の審査が終了後、速やかに提案者に審 

査結果を文書で通知します。なお、電話による問い 

合わせには応じません。 

イ 審査結果は、茅野市公式ホームページで公表しま 

す。 

８ 特定者に関する事項 

（１）茅野市と特定者は、審査会の後に提案内容を具体的に協議し、仕様を決

定した上で契約手続きをすすめます。よって、事業の条件及び仕様等につ

いて修正を行う場合があります。 

（２）（１）の協議において、契約条件が整わない場合は、審査会の審査結果

において総合評価が次点の提案者と協議を行います。 

 

９ 特定者以外の者に関する事項 

（１）特定者以外の提案者は、審査結果通知日の翌日から起算して７日（土曜

日、日曜日及び祝日を含めない。）以内に、書面（様式任意）により、審

査結果の疑義について、その理由の説明を求めることができます。 

（２）提出先   第５項（３）に同じ 

（３）提出方法  第５項（４）に同じ 

 

10 参加に際しての留意事項 

（１）失格又は無効 



次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる場合がありま

す。 

ア 提出期限を過ぎて書類が提出された場合 

イ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

エ 本要領の掲示内容に違反すると認められる場合 

 

（２）著作権や特許権等の取扱い 

提案書の内容に著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第１号に規

定する著作物や特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保

護される第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、提案

書を提出する参加表明者がその使用に関する責任を負うものとします。 

 

（３）提出書類 

ア 提出後の変更、差し替え又は再提出は認めません。 

イ 提出された書類は返却しません。 

 

（４）辞退 

提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提出して 

ください。 

 

（５）費用負担 

参加に要する費用は、参加者の負担とします。 

 

（６）その他 

本プロポーザルに係る提案書類及び審査結果はすべて公表対象とします。 

提案者は、参加申請書の提出をもって、本要領掲示の内容に同意したものと

します。 

（７）提出様式等の入手方法 

茅野市ホームページからのダウンロード 

https://www.city.chino.lg.jp/ 

 

11 問合せ先 

〒391-8501長野県茅野市塚原二丁目６番１号 

茅野市都市建設部都市計画課住宅係（担当：五味） 

電話：0266-72-2101内線537 FAX：0266-82-0237 



電子メール：toshikeikaku@city.chino.lg.jp 


